
 

報第１号 

 

損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により、下記のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

平成３０年２月２７日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

 

記 

 

No. 項  目 内    容 

１ 

発生時期・場所 
平成２７年３月３１日 午後１０時４０分頃 

高山市上野町２２１０番地２９先（市道松之木上野線） 

事故の概要 市道に出ていた木の枝による車両破損事故 

相 手 方 
                

      

事故の種類 人 身 物 損（左フロントドア等） 

被害総額・市の過失割合 ― ５６，２６８円・１００分の５０ 

賠 償 金 ― ２８，１３４円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ２８，１３４円 

一般財源 ― ００，０００円 

専決年月日 平成３０年１月２９日 地方自治法第１８０条第１項 

２ 

発生時期・場所 
平成２９年８月２８日 午後５時４０分頃 

高山市高根町小日和田１番地１（オケジッタ緑地公園駐車場内） 

事故の概要 雨水排水路による走行中の車両破損事故 

相 手 方 
                     

      

事故の種類 人 身 物 損（左フロントタイヤ等） 

被害総額・市の過失割合 ― ５１，０４４円・１００分の５０ 

賠 償 金 ― ２５，５２２円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ２５，５２２円 

一般財源 ― ００，０００円 

専決年月日 平成２９年１２月２２日 地方自治法第１８０条第１項 



 

No. 項  目 内    容 

３ 

発生時期・場所 
平成２９年９月１５日 午前７時１６分頃 

高山市国府町三日町２２１番地先（市道広瀬三日町線） 

事故の概要 
Ｔ字路交差点における左折車両と左前方から直進中のスクール

バスとの接触事故 

相 手 方 
               

      

事故の種類 人 身 物 損（フロントボディ等） 

被害総額・市の過失割合 ― ９０，７４０円・１００分の３５ 

賠 償 金 ― ３１，７５９円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ３１，７５９円 

一般財源 ― ００，０００円 

専決年月日 平成３０年１月２９日 地方自治法第１８０条第１項 

４ 

発生時期・場所 
平成２９年１０月５日 午前９時３０分頃 

高山市総和町１丁目４７番地（山下歯科医院地下駐車場入口） 

事故の概要 拡声器を搭載している公用車による駐車場天井部分の破損事故 

相 手 方 
                

                         

事故の種類 人 身 物 損（天井等） 

被害総額・市の過失割合 ― ３２，４００円・１００分の１００ 

賠 償 金 ― ３２，４００円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ３２，４００円 

一般財源 ― ００，０００円 

専決年月日 平成３０年２月２０日 地方自治法第１８０条第１項 

５ 

発生時期・場所 
平成２９年１０月１６日 午後５時頃 

高山市奥飛驒温泉郷栃尾９２７番地先（市道栃尾１２号線） 

事故の概要 道路側溝のグレーチングによる走行中の車両破損事故 

相手方 
               

                     

事故の種類 人 身 物 損（ガソリンタンク等） 

被害総額・市の過失割合 ― ４９，１４０円・１００分の１００ 

賠 償 金 ― ４９，１４０円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ４９，１４０円 

一般財源 ― ００，０００円 

専決年月日 平成２９年１２月２５日 地方自治法第１８０条第１項 



 

No. 項  目 内    容 

６ 

発生時期・場所 
平成３０年１月９日 午後１時頃 

高山市久々野町無数河１０９４番地（市道中組１号線） 

事故の概要 道路上にできた陥没穴による走行中の車両破損事故 

相 手 方 
                  

      

事故の種類 人 身 物 損（左フロントドア等） 

被害総額・市の過失割合 ― ２１１，４１５円・１００分の４０ 

賠 償 金 ― ８４，５６６円 

 
内

訳 

保 険 金 ― ８４，５６６円 

一般財源 ― ００，０００円 

専決年月日 平成３０年２月１９日 地方自治法第１８０条第１項 
 


